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【手続補正書】
【提出日】平成24年5月11日(2012.5.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
抗生物質の肺送達のための薬学的組成物であって、該組成物は、複数の多孔性微細構造を
含む噴霧乾燥粉末を含み、該微細構造は、該抗生物質と少なくとも５％ｗ／ｗのリン脂質
とを含み、そして、該多孔性微細構造は、５μｍ未満の平均幾何学的直径を有する、組成
物。
【請求項２】
前記多孔性微細構造が、少なくとも１０％ｗ／ｗのリン脂質を含む、請求項１に記載の組
成物。
【請求項３】
前記リン脂質が、ジパルミトイルホスファチジルコリン、ジステロイルホスファチジルコ
リン、ジアラキドイルホスファチジルコリン、ジベヘノイルホスファチジルコリン、ジラ
ウロホスファチジルコリン、ジオレイルホスファチジルコリンおよびそれらの組み合わせ
からなる群より選択される、請求項１または２に記載の組成物。
【請求項４】
前記多孔性微細構造が、０．５μｍ～５μｍの間の加重平均空気力学的直径を有する、請
求項１～３のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項５】
０．１ｇ／ｃｍ３未満のかさ密度を有する、請求項１～４のいずれか１項に記載の組成物
。
【請求項６】
前記多孔性微細構造が、２０％ｗ／ｗより多い抗生物質を含む、請求項１～５のいずれか
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１項に記載の組成物。
【請求項７】
前記多孔性微細構造が、６０％ｗ／ｗより多い抗生物質を含む、請求項６に記載の組成物
。
【請求項８】
前記多孔性微細構造がおよそ球状である、請求項１～７のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項９】
１００℃を超える沸点を有する発泡剤を含む供給ストックを噴霧乾燥することによって調
製された、請求項１～８のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１０】
抗生物質の肺送達のための医薬の調製における、複数の多孔性微細構造と該抗生物質とを
含む噴霧乾燥粉末の使用であって、該微細構造は、該抗生物質と少なくとも５％ｗ／ｗの
リン脂質とを含み、そして、該微細構造は、５μｍ未満の平均幾何学的直径を有する、使
用。
【請求項１１】
前記多孔性微細構造が、少なくとも１０％ｗ／ｗのリン脂質を含む、請求項１０に記載の
使用。
【請求項１２】
前記リン脂質が、ジパルミトイルホスファチジルコリン、ジステロイルホスファチジルコ
リン、ジアラキドイルホスファチジルコリン、ジベヘノイルホスファチジルコリン、ジラ
ウロホスファチジルコリン、ジオレイルホスファチジルコリンおよびそれらの組み合わせ
からなる群より選択される、請求項１０または１１に記載の使用。
【請求項１３】
前記多孔性微細構造が、０．５μｍ～５μｍの間の加重平均空気力学的直径を有する、請
求項１０～１２のいずれか１項に記載の使用。
【請求項１４】
０．１ｇ／ｃｍ３未満のかさ密度を有する、請求項１０～１３のいずれか１項に記載の使
用。
【請求項１５】
前記多孔性微細構造が、２０％ｗ／ｗより多い抗生物質を含む、請求項１０～１４のいず
れか１項に記載の使用。
【請求項１６】
前記多孔性微細構造が、６０％ｗ／ｗより多い抗生物質を含む、請求項１５に記載の使用
。
【請求項１７】
前記多孔性微細構造がおよそ球状である、請求項１０～１６のいずれか１項に記載の使用
。
【請求項１８】
前記噴霧乾燥粉末が、１００℃を超える沸点を有する発泡剤を含む供給ストックを噴霧乾
燥することによって調製されている、請求項１０～１７のいずれか１項に記載の使用。
【請求項１９】
前記組成物が患者の肺に投与されることを特徴とする、請求項１～９のいずれか１項に記
載の組成物。
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